
―̂

◎
国
家
社
会
機
能
継
続
性
確
保
施
策
及
び
副
首
都
の
整
備
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
　
新
旧
姑
照
表

Ｏ
内
閣
府
設
置
法

（平
成
十

一
年
法
律
第
人
十
九
号
）
（抄
）
（附
則
第
六
条
関
係
）

（例
綱
剖
州
は
改
正
部
分
）

（所
掌
事
務
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代

第
四
条

　

〔略
〕

２

　

〔略
〕

３
　
前
二
項
に
定

・
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
欄
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
の
七
　
　
〔略
〕

司
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律

（令
和
八
年
法
律
第
　
　
　
号
）
第
十
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
副
首
都
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
六
十
二

　

〔略
〕

改
　
正
　
案

デ
　

（所
掌
事
務
）

第
四
条

　

【略
〕

２

　

〔略
〕

３

　

〔同
上
〕

一
～
二
の
七
　
　
〔略
〕

〔新
設
〕

四
～
六
十
二

　

〔略
〕

現
　
　
　
行

ヽ



（
目
的
）
　

　

　

，

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
関
係
市
町
村
を
廃
止
し
、

特
別
区
を
設
け
る
た
め
の
手
続
＝
判
別
園
コ
調
ｔす―
利
潮
周
鋼
の‐
「
樹
劉
刻
可

す
る
た
め
の
手
続
並
び
に
特
別
区
と
道
府
県
の
事
務

の
分
担
並
び
に
税
源
の

配
分
及
び
財
政
の
調
整
に
関
す
る
意
見
の
申
出
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
大
都
市
制
度
の
特
例
を
設
け
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
二
条

　

〔略
〕
　

・

２

　

〔略
〕

３
　
こ
の
法
律

（剰
刊
ョ
剰
翻
報
酒
剰
引
四
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て

「特
別
区
の

設
置
」
と
は
、
関
係
市
町
村
を
廃
上
し
、
当
該
関
係
市
町
村

の
区
域

の
全
部

を
分
け
て
定
め
る
区
域
を
そ
の
区
域
と
し
て
、
特
別
区
を
設
け
る
こ
と
を
い

（特
別
区
包
括
副
首
都

の
名
称
変
更
の
特
例
）

第
十

一
条

地
方
自
治
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず十
ヽ
倒
別
図
劉

〔新
設
〕

衛
詞
剤
州
は
改
正
部
分
）

（目
的
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
関
係
市
町
村
を
廃
上
し
、

特
別
区
を
設
け
る
た
め
の
手
続
並
び
に
特
別
区
と
道
府
県
の
事
務
の
分
担
並

び
に
税
源
の
配
分
及
び
財
政
の
調
整
に
関
す
る
意
見
の
申
出
に
係
る
措
置
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
大
都
市
制
度
の
特
例

を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
二
条

　

〔略
〕

２

　

〔略
〕
　

′

３
　
こ
の
法
律

（鋼
刊
剰
鶏
劇
ｄ
鋼
引
ヨ
鋼
を
除
く
。
）
に
お
い
て

「特
別
区
の

設
置
」
と
は
、
関
係
市
町
村
を
廃
上
し
、
当
該
関
係
市
町
村

の
区
域

の
全
部

を
分
け
て
定
め
る
区
域
を
そ
の
区
域
と
し
て
、
特
別
区
を
設
け
る
こ
と
を
い

予
う
ノ
。

○
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
）

（抄
）

（附
則
第
七
条
関
係
）

9

改
　
正
　
案

現
　
　
　
行



包
括
す
る
道
府
県
で
あ
っ
て
副
首
都

∃
到
劉
側
賓
細
調
鋼
掴
制
鋼
咽
獨
四
剰
劇

毛

冨

瑳

者

σ

墓

併

字
る
夕

身

σ

４

廷

Ｂ

リ

迎

『

　

′
千

和

プ

有

溜

『

身

る

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
副
首
都
を
い
う
ｃ）
で
あ
る
も
の
（以

刊
Ｊ
風
刻
例
判
側
矧
刊
涸
日
判
四
倒
掴
劃
習
鋼
判
日
凩
剤
「
ゴ
留
割
引
ｑ
刻
司
矧
週

用
園
別
鋼
引
劇
引
劇
劉
剰
イこ―
円
【
ヨ
ヨ
卿

・ヽ
‥―
判
訊
側
刺
司
周
翔
割
劉
刷
翻
留
列
詞
イこ―

基
づ
き
、
内
閣
が
国
会

の
承
認
を
経
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

21

前

項

の
申
請

に

つ
い
て
は
、
特

別

区
包

括
副
首
都

の
議
会

の
議
決
を
経
な

第

一
項
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
あ

っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

51

第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
よ
り
そ
の

戎

力

を

生

ず

る
ｃ

61

第
九
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
に
係
る
道
府
県
で
あ

つ

刊
創
訓
到
謝
周
劇
ヨ
到
劉
凶
劇
調
郷
観
靱
周
翻
剣
劇
創
劉
到
濶
劉

備
に
係
る
施
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
人
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指

41 31
イサ
漁
イ|:t
な
ら
な
し`

定

を

，
う

く
】

Ｃ
処

分

を

受

も
Ｃ

Ｃ

＞９
券
ン、

ン

Ｃ
処

分

Ｃ

一
方

ヌ

憾

双
方

の
効
力
が
生

じ

て
い
な

い
も

の
咽
劉
矧
劉
到
剛
割
馴
夙
剃
剰
劉
制
切
判

前
各
項

の
規
定
を
適
用
す
る
ェ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中

「生
ず
る
」

と

あ

る

の
は
、

一生

ず

る
ε

た

だ

し
、
第

九

条

第

一
項

の
規

定

に
よ

る
処

分

及

び
刀
刻
州
ロ

キロー
留
引
引
刻
罰
訓
司
剤
洲
掴
¶
瑠
凋
調
判
矧
洲
剤
劉
利
劉
剌
羽
引
旬
剖
姻
劇
留
Ⅷ

リ

れ

ら

独



は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
」
と
す
る
。

（事
務

の
分
担
等
に
関
す
る
意
見
の
申
出
に
係
る
措
置
）

第
十
二
条

　

一
の
道
府
県

（前

条
第

一
項

の
規
定

に
よ
る
処
分

に
よ
り
そ

の
名

称
が
変

更
さ

漁
た
も

の
を
含

む
ｃ
必
下
同

じ
ご

の
区
域
内

の
全
て
の
特
別
区

及
び
当
該
道
府
県
は
、
共
同
し
て
、
特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
の

事
務
の
分
担
並
び
に
税
源
の
配
分
及
び
財
政
の
調
整
の
在
り
方
に
関
し
、
政

府
に
対
し
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

・
３

　

〔略
〕

（特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
の
特
例
）

「剰
引
ョ
鋼

　

〔略
〕

鋼
刊
呵
襲
　
特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該
特
別
区
に

隣
接
す
る

一
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
に
よ
る
三
以
上
の
特
別
区
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
第
□
条
か
ら
第
九
条
ま
で
（第
人
条
第

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第

一
項
中

「関
係
市

町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
別
区
に
隣
接
す
る
同

一
道
府
県

（第
十

一
条
第

一
項

の
規

に
よ
る
処
分
に
よ
り
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た

も
の
を
含
む
。
以
‐「
岡
司
コ
「
の
区
域
内
の
市
Ｈ
村

（以
下

「特
定
市
町
村
」

と
い
う
。
）
及
び
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
道
府
県

（以
下

「特
定
道
府
県
」

と
い
う
ご
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「関
係
市
町
村
若
し
く
は
関
係
道
府
県
」

）‐

（事
務

の
分
担
等
に
関
す
る
意
見
の
申
出
に
係
る
措
置
）

第
十

一
条

　

一
の
道
府
県
の
区
域
内

の
全
て
の
特
別
区
及
び
当
該
道
府
県
は
、

共
同
し
て
、
特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県

の
事
務

の
分
担
並
び
に
税

源
の
配
分
及
び
財
政
の
調
整

の
在
り
方
に
関
し
、
政
府
に
対
し
意
見
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。
　

・

２

・

３

〔略
〕

（特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
の
特
例
）

割
朝
引
引
刹

　

〔略
〕

剣
引
ョ
案
　
特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
の
匹
域
内
に
お
け
る
当
該
特
別
区
に

隣
接
す
る

一
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
に
ょ
る
三
以
上
の
特
別
区
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
（第
人
条
第

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第

一
項
中

「関
係
市

町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
セ
あ
る
の
は

「特
別
区
に
隣
接
す
る
同

一
道
府
県

の
区
域
内
の
市
町
村

（以
下

「特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
市
町
村

を
包
括
す
る
道
府
県

（以
下

「特
定
道
府
県
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二

項
中

「関
係
市
町
村
若
し
く
は
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村

若
し
く
は
特
定
道
府
県
」
と
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中

「関
係

四



と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
若
し
く
は
特
定
道
府
県
」
と
、
第
五
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
中

「関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
、
「関

係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該
特
別
区
に
隣
接
す

る

一
の
市
町
村

の
区
域

の
全
部
に
よ
る

一
の
特
別
区
の
設
置
に

つ
い
て
は
、

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
人
条

（第

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第

九
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第

一
項
中
ｉ
関

係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
別
区
に
隣
接
す
る
同

一
道

府
県

（第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
州
日
劇
例
刻

の‐
刻
謝
洲
刻
司
習

れ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村

（以
下

「特
定
市
町

村
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
道
府
県

（以
下

「特
定
道
府

県
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二

項
、
第
五
条
並
び
に
第
六
条
第

一
項
及
び

第
二
項
中

「関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
、
「関
係
道
府

県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
道
府
県
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「関
係
市
町
村

の

長
及
び
関
係
道
府
県
の
知
事
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村

の
長
及
び
特
定

道
府
県
の
知
事
」
と
、
「関
係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特

定
市
町
村
及
び
特
定
道
府
県
」
と
、
「関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び

総
務
大
臣
一
と
ぁ
る
の
は

「総
務
大
臣
」
と
、
第
人
条
第

一
項
中

「関
係
市

町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
及
び
特
定
道
府
県
」

と
、
「全
て
の
関
係
市
町
村

の
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
有
効
投
票
の
総
数

の
過
半
数

の
賛
成
が
あ

っ
た
と
き
」
と
あ
る

市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
、
「関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該
特
別
区
に
隣
接
す

る

一
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
に
よ
る

一
の
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
人
条

（第

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第

九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第

一
項
中

「関

係
市
町
村
来
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
別
区
に
隣
接
す
る
同

一
道

府
県
の
区
域
内
の
市
町
村

（以
下

「特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
市

町
村
を
包
括
す
る
道
府
県

（以
下

「特
定
道
府
県
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条

第
二
項
、
第
二
条
並
び
に
第
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
中

「関
係
市
町
村
」

と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
、
「関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
道

府
県
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「関
係
市
町
村
の
長
及
び
関
係
道
府
県
の
知
事
」

と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
の
長
及
び
特
定
道
府
県
の
知
事
」
と
、
「関
係
市

町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
及
び
特
定
道
府
県
」

と
、
「関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「総

務
大
臣
」
と
、
第
人
条
第

一
項
中

「関
係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
」
と
あ

る
の
は

「特
定
市
町
村
及
び
特
定
道
府
県
」
と
、
「全
て
の
関
係
市
町
村

の
前

条
第

一
項

の
規
定
に
よ
る
投
票
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
有
効
投
票
の
総
数

の
過
半
数

の
賛
成
が
あ

っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「当
該
特
定
市
町
村
及
び

特
定
道
府
県
の
議
会
が
特
別
区
設
置
協
定
書
を
承
認
し
た
と
き
」
と
、
第
九

五



の
は

「当
該
特
定
市
町
村
及
び
特
定
道
府
県
の
議
会
が
特
別
区
設
置
協
定
書

を
承
認
し
た
と
き
■
と
、
第
九
条
第
四
項
中

「関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

鋼
刊
珂
剰

　
〔略
〕

条
第
四
項
中

「関
係
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「特
定
市
町
村
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

制
判
制
判
州
　
【略
〕
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